
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日
までの1年間を単位として計算します。
年度当初、概算で保険料を決めて納付しておき、年度末に

賃金総額が確定したところで清算することになっています。
したがって、毎年、年度当初に前年度の保険料を清算
するための確定保険料の申告、納付と、新年度の概算
保険料の申告、納付の手続きを同時に行うことになります。

※1．賃金等の報告は、保険料算定のもとになる大切
なものですから、間違いのないように事前記入を
お願いします。

※2． 保険料は、納期限までに必ず納入して下さい。

＊当所に労働保険事務を委託されている方が対象となります。
①労働保険年度更新説明会
日　時：平成23年4月1日（金）14：00～16：00
会　場：袋井商工会議所　3階第1・第2研修室

内　容：■年度更新提出資料の注意事項について
　　　　■労働災害共済の魅力について
　　　　■その他
②労働保険年度更新事務手続き
日　時：平成23年4月7日（木）～4月13日（水）
　　　　9：00～16：00（4月9日（土）は行います）
会　場：袋井商工会議所　2階青年部研修室
内　容：■「賃金等の報告」書類の提出
　　　　■雇用保険・労災保険提出書類の受領
　　　　■一人親方の労働保険料の納付
　　　　■労保連労働災害共済（上乗せ共済）の
　　　　　新規加入、継続申込の確認等

■問い合せ先
　静岡労働局雇用均等室　電話 054-252-5310
　静岡労働局職業対策課　電話 054-271-9970

①雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の
うち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます。
※平成23年4月1日以降の支給申請分から変わります。

②「中小企業子育て支援助成金」の変更を予定しています。
※平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復帰後1年継続
勤務をした対象育児休業者が平成23年4月1日以降支給対象
となる予定です。

支給単価の変更

支給申請時期
大企業（雇用調整助成金）
中小企業（中小企業緊急雇用安定助成金）

～23.3.31
4,000円
6,000円

23.4.1～
2,000円
3,000円

1人目
2人目から5人目まで

改正前 100万円 ➡ 改正後　80万円
改正前 80万円 ➡ 改正後　60万円

2月10日（木）東京ビッグサイトにて、「ザ・商談！し・ご・と発掘市
＜商業版＞」が開催されました。当日は、百貨店・スーパー・専門
店のバイヤー22社37人と、加工食品・菓子などの食品メーカーな
どからサプライヤー89社が参加し、158件の商談が行われました。
この発掘市は、商談効果を上げるため、バイヤーからの逆指
名制を採用しており、事前のエントリーシートからのリスト情報か
ら、バイヤーが企業を指名し、当日商談する仕組みとなっていま
す。当所も今年度より主催商工会議所の１つとなっております。

平成23年度　労働保険年度更新事務手続きについて「賃金等の報告」提出は4月13日（水）必着！！

年度更新の手続き

平成23年度スケジュール

助成金が変更されます

委託事業主
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最近、ある政治団体が、電話により一方的に新聞紙の購読を迫り、月刊新聞紙に請求書を同封して送り付けくる事
例が増えているようです。そこで、このような強引な勧誘により契約を迫る悪質商法への対応策について、紹介させて
いただきます。
冒頭に挙げた事例では、政治団体等から「日本を憂え、良くするためにがんばっている。月刊の新聞を購読してうち

の団体を支援してほしい」等と電話勧誘があり、勧誘を受けた方がはっきりと断れない対応していると、明確な承諾が
なくても一方的に新聞紙を送りつけ、また、明確に断っている場合でも、とりあえずパンフレットを送る等と言って、一方
的に新聞紙を送りつけ、これとともに数万円の請求書を同封してくるようです。
このような強引な契約の勧誘があっても、勧誘を受けた方が契約を承諾していなければ、契約は成立していません
ので、請求書が同封されていても支払い義務はありません。しかし、勧誘の電話を受けた際、契約の承諾をしたか否か
曖昧な対応をしてしまい、不安に思ってしまう方もいると思います。御心配な方は、着払いで返送するなり、あるいは、
書面により契約を拒否する旨の通知（内容証明郵便が望ましい）を送付する等の対応をすればよいでしょう。
また、先の事例とは異なり、電話による勧誘もなく突然一方的に商品を送りつける悪質商法も存在します。このよう
に、注文もしていないのに、突然一方的に商品を送りつける商法をネガティブ・オプションと言い、特定商取引法におい
て、商品の送付があった日から14日間経過しても受領者が契約を承諾せず、かつ販売業者が商品の引取りをしないと
きは、受領者において商品を処分しても良いことになっています（14日間のうちに商品を使用・消費してしまった場合に
は、代金の支払い義務が生じますので、ご注意ください）。
なお、電話勧誘による契約には、一部の契約を除いて、特定商取引法によるクーリング・オフ（無条件による契約解
除）が認められていますので、契約内容が記載された書面を受領した日から８日以内に、クーリング・オフ（契約解除また
は契約申込を撤回）する旨の通知を書面により発信して、契約を解除することができます。
ただし、一部の契約（株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売等※）については、クーリング・オフは認められて
おりません。冒頭に挙げた事例は、政治団体が発行する新聞紙の販売、すなわち、「株式会社以外の者が発行する
新聞紙の販売」に該当するため、クーリング・オフは認められませんので、電話勧誘を受けた際には、契約を承諾する
意思がない限り、はっきりと契約を断る旨の意思表示をして
おくべきです。

※そのほか、事業者の方等が営業として行う取引等、特定
商取引法が適用されない取引がありますので、対応に苦
慮するときは、専門家にご相談ください。
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